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様式第１号 

 

一般競争入札参加資格確認申請書 

 

令和  年  月  日 

 

一般財団法人クリーンいわて事業団 

いわてクリーンセンター所長 様 

 

申請者 

所在地又は住所 

商号又は名称 

代表者の氏名                  ㊞ 

 

令和５年２月 10日付けで公告のありました、下記業務に係る競争入札に参加する資格を得

たいので、関係書類を添えて申請します。 

なお、この申請書及び添付書類の全ての記載事項は、事実と相違ないことを誓約します。 

記 

１ 業務名  

排水等測定業務 

 

２ 計量証明の事業を行う者※として岩手県知事の登録を受けている事業所 

支社等名称  

所 在 地  

   ※大気中、水中及び土壌中の物質の濃度に係る計量証明の事業を行うことができる者に限る 

 

３ 添付資料 

(1) 業務履行実績調書（様式第２号） 

(2) 資本関係・人的届出書（様式第３号） 

(3) 申告書（様式第４号） 

(4) 計量証明事業登録証の写し 

 

 

 

 

 

 

 

                    

申請書担当者職氏名・連絡先等 

担当者職名・氏名  

住 所  

電話番号  

ＦＡＸ番号  

電子メールアドレス  



様式第２号 

 

履行実績調書 

 

 

業 務 名 称  

業 務 場 所  

最 終 請 負 額 円 

履 行 期 間    年  月  日から    年  月  日まで 

委 託 者 

（契約の相手方） 
 

受 託 者 

（ 申 請 者 名 ） 
 

施 設 の 名 称  

業 務 の 内 容  

（注） 

  １ 記載した業務の契約書・仕様書の写しを添付すること。 

※契約の相手方の表記は、「国又は地方公共団体名（○○県、○○市町村）」とすること。 

※当センターを発注者とする契約業務を履行した実績を有する者は、業務契約書の写しの

提出は不要である。 

 ２ 業務の内容はできる限り詳細に記載すること。 



様式第３号 

 

資本関係・人的関係に関する届出書 

 令和  年  月  日 

 

 一般財団法人クリーンいわて事業団 

  いわてクリーンセンター 

  所長 神山 隆行 様 

 

所在地又は住所 

商号又は名称 

代表者の氏名              ㊞ 

 

 このことについて、下記のとおり届出をします。 

記 

１ 資本関係に関する事項 

(1) 親会社等（会社法第２条第４号に規定するもの） 

親会社の有無  有 ・ 無 （どちらかに○） 

商 号 又 は 名 称   

住所又は主たる事務所所在地  

電 話 番 号  

(2) 子会社（会社法第２条第３号の２の規定によるもの）のうち、排水等測定業務の係る一般

競争入札に参加する子会社 

子会社の有無 有 ・無 （どちらかに○） 

商 号 又 は 名 称   

住所又は主たる事務所所在地  

電 話 番 号  

２ 人的関係に関する事項 

排水等測定業務に係る一般競争入札に参加する者の他の会社における役員兼任 

役員兼任の有無 有 ・ 無 （どちらかに○） 

役 職 ・ 氏 名   

兼 任 先 
商 号 又 は 名 称  

役 職  

３ 中小企業等協同組合に関する事項 

  中小企業等協同組合又はその組合員（会員） 

  該当の有無 有 ・ 無 （どちらかに○） 

商 号 又 は 名 称   

住所又は主たる事務所所在地  

電 話 番 号  

※ 中小企業等協同組合法に規定する協同組合が届出を行う場合は、本書に全役員及び全

組合員（会員含む）の名簿を添付すること。 



 

様式第４号 

 

令和  年  月  日 

 

一般財団法人クリーンいわて事業団 

いわてクリーンセンター 

所長 神山 隆行 様 

 

所在地又は住所 

商号又は名称 

代表者の氏名               ㊞ 

 

 

申 告 書 

私共は、下記についてすべて該当することを証明します。 

１ 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４第１項及び第２項各号のいず

れかの規定に該当しない者であること。 

２ 民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき再生手続開始の申立てをしている者も

しくは再生手続開始の申立てがなされている者（同法 33 条第１項に規定する再生手続き

の決定を受けた者を除く。）又は会社更生法（平成 14年法律第 154号）に基づき構成手続

開始の申立てをしている者もしくは更生手続開始の申立てがなされている者（同法第 41

条第１項に規定する更生手続開始の決定を受けた者を除く。）でないこと。 

３ 事業者の代表者、役員（執行役員を含む。）又は支店もしくは営業所を代表する者等、

その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法

律第 77 号）第２条第６号に規定する暴力団員又は暴力団（同条第２号に規定する暴力団

をいう。）若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 

 


